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令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,860 円 3,400 円

2,893 円 3,380 円

2,893 円 3,420 円令和６年度 令和6年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系と同じ

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

なし

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

令和５年度 令和5年度

処 理 場 数 １か所（豊川浄化センター）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

愛知県による広域化・共同化計画の枠組みに参画

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

法適（全部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 35人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
有り

処 理 区 数 4処理区（新城処理分区、中市場処理分区、豊島処理分区、川田処理分区）

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成元年度
（35年経過)

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

別添２－1

新城市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 新城市

事 業 名 ： 新城市下水道事業（公共下水道事業）

－1－



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

①経営指標

当年度未処理欠損金
営業収益－受託工事収益

　×100

流動資産
　流動負債

×100

企業債現在高合計－一般会計負担額
　営業収益－受託工事収益－雨水処理負担

金

×100

経営の健全性・効率性

算出式指標の意味 分析の考え方経営指標

①経常収支比率
（％）

使用料収入や一般会計から
の繰入金等の収益で、維持
管理費や支払利息等の費用
をどの程度賄えているかを表
す指標です。

単年度の収支が黒字であることを示す100％以
上となっていることが必要です。
数値が100％未満の場合、単年度の収支が赤
字であることを示しているため、経営改善に向
けた取組が必要です。

 経常収益
　経常費用

×100

②累積欠損金比率
（％）

③流動比率
（％）

④企業債残高対事業規模比
率

（％）

営業収益に対する累積欠損
金の状況を表す指標です。

短期的な債務に対する支払
能力を表す指標です。

使用料収入に対する企業債
残高の割合であり、企業債残
高の規模を表す指標です。

累積欠損金が発生していないことを示す０％で
あることが求められます。累積欠損金を有して
いる場合は、経営の健全性に課題があるといえ
ます。経年の状況も踏まえながら０％となるよう
経営改善を図っていく必要があります。

１年以内に支払うべき債務に対して支払うことが
できる現金等がある状況示す100％以上である
ことが必要です。一般的に100％を下回るという
ことは、1年以内に現金化できる資産で、１年以
内に支払わなければならない負債を賄えておら
ず、支払能力を高めるための経営改善を図っ
ていく必要があります。

明確な数値基準はないと考えられますが、経年
比較や類似段階との比較等により自団体の置
かれている状況を把握、分析し、適切な数値と
なっているか、対外的に説明できることが求めら
れます。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

該当なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

該当なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

　マンホールポンプ点検業務を民間に委託しています。

 イ　指定管理者制度 該当なし

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ
　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務を行い、ウォー
ターPPP導入可能性について検討を行います。

職 員 数
上下水道部職員25人（正規職員２０人、会計年度職員５人）のうち、下水道事業会計から人件費を支弁してい
る職員数は７人（事務職員４人、技術職員３人）です。
※上下水道部長の人件費は、水道、下水道事業会計で折半しています。

事 業 運 営 組 織
平成２９年４月１日に上下水道事業の経営健全化を目的とし、水道事業との組織体制の再編を行っており、現
在、上下水道部経営課、整備課の２課体制で業務にあたっています。

－2－



⑤経費回収率
（％）

使用料で回収すべき経費を、
どの程度使用料で賄えている
かを表す指標であり、使用料
水準等を評価することが可能
です。

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て
使用料で賄えている状況を示す100％以上で
あることが必要です。数値が100％を下回って
いる場合、汚水処理に係る費用が使用料以外
の収入により賄われていることを意味するため、
適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の
削減が必要です。

下水道使用料
汚水処理費（公費負担分を除く）

×100

⑥汚水処理原価
（％）

有収水量１㎥当たりの汚水処
理に要した費用であり、汚水
資本費、汚水維持管理費の
両方を含めた汚水処理に係
るコストを表す指標です。

明確な数値基準はないと考えられますが、経年
比較や類似段階との比較等により自団体の置
かれている状況を把握、分析し、適切な数値と
なっているか、対外的に説明できることが求めら
れます。

汚水処理費（公費負担分を除く）
　年間有収水量

×100

⑦施設利用率
（％）

施設、設備が一日に対応可
能な処理能力に対する、一日
平均処理水量の割合であり、
施設の利用状況や適正規模
を判断する指標です。

明確な数値基準はないと考えられますが、一般
的に高い数値であることが望まれます。経年比
較や類似団体との比較等により自団体の置か
れている状況を把握し、例えば、当該指標が類
似団体との比較で高い場合であっても、現状分
析や将来の汚水処理人口の減少等を踏まえ、
過大なスペックとなっていないかといった分析
が必要です。

②管渠老朽化率
（％）

法定耐用年数を超えた管渠
延長の割合を表した指標で、
管渠の老朽化度合を示して
おります。

明確な数値基準はないと考えられますが、経年
比較や類似団体との比較等により自団体の置
かれている状況を把握、分析し、適切な数値と
なっているか、耐震性や、今後の更新投資の見
通しを含め、対外的に説明できることが求めら
れています。
一般的には、数値が高い場合には法定耐用年
数を経過した管渠を多く保有しており、管渠の
改築等の必要性を推測することができます。

法定耐用年数を経過した管渠延長
下水道管渠布設延長

×103

③管渠改善率
（％）

当該年度に更新した管渠延
長の割合を表した指標で、管
渠の更新ペースや状況を把
握できます。

明確な数値基準はないと考えれますが、数値
が2％の場合、全ての管路を更新するのに50年
かかる更新ペースであることが把握できます。
数値が低い場合、耐震性や、今後の更新投資
の見通しを含め、対外的に説明できることが求
められています。

改善（更新、改良、修繕）管渠延長
　下水道管布設延長

×100

晴天時一日平均処理水量
晴天時現在処理能力

×103

⑧水洗化率
（％）

現在処理区域内人口のうち、
実際に水洗便所を設定して
汚水処理している人口の割
合を表す指標です。

当該指標については、公共用水域の水質保全
や、使用料収入の増加等の観点から100％と
なっていることが望ましいです。一般的に数値
が100％未満である場合には、汚水処理が適切
に行われておらず、水質保全の観点から問題
が生じる可能性があることや、使用料収入の増
加を図るため、水洗化率向上の取組が必要で
す。

現在水洗便所設置済人口
　現在処理区域内人口

×100

老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率
（％）

有形固定資産のうち償却対
象資産の減価償却がどの程
度進んでいるかを表す指標
で、資産の老朽化度合を示し
ています。

明確な数値基準はないと考えられますが、経年
比較や類似団体との比較等により自団体の置
かれている状況を把握、分析し、適切な数値と
なっているか、対外的に説明できることが求め
れれます。
一般的には、数値が高いほど、法定耐用年数
に近い資産が多いことを示しており、将来の施
設の改築（更新、長寿命化）等の必要性を推測
することができます。

企業債現在高合計－一般会計負担額
　有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿価

格

×100
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　　ア　公共下水道事業

老朽化の状況

経営の健全性・効率性

－4－



２．将来の事業環境

（１）

（２）

１．経営の健全性・効率性について
①経常収支比率は、一部大口使用者の排出量の減少により使用料収入が減少し、減価償却費や流域下水道維持管理負担金が増加した
ため、昨年度から8.89ポイント減少した。
③流動比率は、昨年度から7.3ポイント上昇し類似団体平均や100％を上回った。今後も経営改善により100％を維持する必要がある。
④企業債残高対事業規模比率は企業債残高の減少により、昨年度から4.57ポイント低下したが、未だ類似団体と比較して高く企業の持続
性・安定性に課題があると考えられる。今後、使用料の見直しとともに投資規模の検討を行う必要がある。
⑥汚水処理原価は、一般会計から「分流式下水道等に要する経費」として繰入を受けた分のうち、昨年度は使用料単価（使用料収入/年間
有収水量）を171.39円/㎥まで上げたときに回収できる分を汚水処理費に含めていたが、当年度はこの単価を169.61円/㎥としたため汚水処
理費が減少し、昨年度から1.78円下がっている。
⑧水洗化率は類似団体と比べて若干高い数値となっているが、全国平均と比較すると低いため、今後も水洗化率向上の取組が必要である
と考える。

処理区域内人口の予測

　本市の人口は、昭和60年の54,965人をピークとして人口減少に転じています。平成17年10月の合併以降もこの傾向が続き、平成24年には
50,000人を割り込みました。最近では、出生数の減少に加え、社会動態も転入者よりも転出者が多い傾向が続いており、今後も人口減少は
続いていくものと予測されます。
　本経営戦略では、処理区域内人口の予測については、令和2年3月に改定した「新城市人口ビジョン」を基に将来人口推計を採用します。

分析欄

２．老朽化の状況について
①有形固定資産減価償却率は類似団体と比べ低くなっている。
③管渠改善率も類似団体と比べ低くなっている。これらにより、現状施設の改築等の必要性は低いといえるが、今後迎える改築に向けた財
源の確保や長期的な投資計画の検討が必要であると考えられる。

全体総括
　令和5年度決算は、人口減少により使用料収入が減少し、減価償却費や流域下水道維持管理負担金が増加したため、純利益が減少し
た。また、今後も人口減少や節水機器の普及により使用料収入減少が見込まれ、厳しい経営状況になることが予想される。また、企業の持
続性・安定性には課題があるといえ、今後更新投資の際には経費削減を目的としたダウンサイジングの検討が必要と考えられる。
　令和2年3月に策定した経営戦略の進捗状況について、PDCAサイクルに基づいたフォローアップを行い、経営の健全化を目指す。

処理区域内人口・水洗化人口の予測

　公共下水道事業は、今後も汚水管渠整備事業を予定していることから、新規供用開始に伴う処理区域内人口の増加要素を見込んでいま
す。また、水洗化率（水洗化人口/処理区域内人口）は、令和５年度末時点で91.08％と、類似団体平均90.62％と比べて若干上回っていま
すが、今後は行政区域内人口の減少に伴い、減少に転じるものと見込んでいます。
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（３）

（４）

（５）

有収水量の予測

　有収水量は、前述の水洗化人口と過去の実績から算出した事業ごとの一人あたり有収水量（公共下水道事業100㎥/年）により推計してい
ます。なお、一人あたり有収水量について、近年は増減の傾向が見られないことから一定の水量としています。
　公共下水道事業は、水洗化人口の増加に伴い令和10年頃まで増加し、その後は減少に転じる見込みです。

使用料収入の見通し

施設の見通し

　本市の下水道事業は、昭和36年度（昭和37年3月22日）に都市計画決定され、中心市街地の雨水排水整備から始まりました。その後、昭
和45年度（昭和46年3月31日）に「健康で快適なまちづくり」を目指し、新城市下水道基本計画が策定され、昭和50年度から面整備に着手
し、平成元年度より公共下水道の供用を開始しました。そのため、古いもので供用開始から35年が経過しています。
　汚水事業については、平成28年度に策定した「新城市汚水処理施設整備構想」に基づき、令和10年度まで未普及地域の早期概成に取り
組みます。それ以降は、人口減少や市の財政状況を勘案し、整備箇所を厳選しながら規模を縮小し事業を継続していきます。
　今後は、供用開始から30年経過しており、定期的に更新しながら事業を継続していきます。

　　使用料収入は、前述の有収水量と過去の実績から算出した事業ごとに１㎥あたり使用料単価（公共下水道事業170円/㎥）により推計して
います。
　有収水量と同様に、公共下水道事業は水洗化人口の増加に伴い令和10年頃まで増加し、その後は減少の見込みです。

（単位㎥）
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（６）

３．経営の基本方針

組織の見通し

４　下水道施設への投資の合理化
　公共下水道については、全県域汚水適正処理構想に基づき、豊島、野田、石田、杉山、富永及び豊栄地内において、令和10年度末を目
標に下水道未普及区域の整備を進めていきます。令和11年度以降は管渠をはじめとした下水道施設の延命化と、その延命化や維持管理
に要する費用の平準化を図ることを目的として、下水道ストックマネジメントを導入します。これにより計画的に更新を進め、限られた財源の中
で投資の平準化に努めます。農業集落排水施設、地域下水道は、施設のポンプ類や計器類等に関し耐用年数が経過した設備もあることか
ら、適正な管理や早期の修繕により可能な限り使用年数を延ばすことで設備投資の増加を抑制し、更新の平準化に努めます。また、公共下
水道に隣接する農業集落排水施設等で、老朽化が進み改築・更新が必要な処理施設については、処理区域の見直しによる施設の統廃合
を検討し、費用対効果の検証を行っていきます。

５　一般会計からの繰入金
　令和6年度決算において、総収入15.3億円に対し一般会計からの繰入金は約2.8億円で、これは全体の約19％に当たります。このことから
本市の下水道事業は、一般会計からの繰入金に依存している状況であるといえます。今後は、収入の確保および経費の削減に向けた取組
を一層強化し、令和１7年度までに令和6年度比で下水道事業全体１0％削減を目標とします。これにより、繰入金の抑制に努めます。

１　未接続世帯への普及促進
　下水道の重要な役割である公共用水域の保全のため、また事業経営の中で要となる使用料収入の確保のために、水洗化は非常に重要
になります。しかしながら、高齢世帯等の経済的理由や浄化槽を使用している等の理由から下水道への接続がなかなか進んでいません。負
担の公平性を確保するためにも早期に下水道へ接続して頂く必要があるため、排水設備工事資金の融資あっせん及び利子補給制度の活
用や未接続世帯への広報・啓発、戸別訪問等の普及促進活動を進めていきます。特に、供用開始から間もない区域を重点地区に位置づ
け、令和１７年度末までに公共下水道の新規拡張区域について接続率８０％を目指します。また、市民の皆さんに下水道事業に対する関
心・理解を深めてもらうための情報提供等に取り組み、下水道についてご理解頂けるよう努めていきます。

２　維持管理費の削減
　維持管理費で大きな割合を占める委託料、動力費、修繕費及び人件費については、特にコスト管理を徹底していきます。現在、処理場等
の維持管理業務を民間業者に委託していますが、他の業務についても他団体の成果等の情報を収集し、委託の拡大について検討すると共
に、包括的民間委託による経費の削減・効率化の検討をしていきます。動力費に関しては、現行の電力事業者以外の情報も収集し比較・検
討していきます。修繕費に関しては、定期的な点検により異常の早期発見に努め、機器の長寿命化を図ります。人件費については、下水道
拡張事業が終わる令和１１年度より2名削減（事務職員1名、技術職員1名）を予定しています。今後も事業の重要性や業務内容の変化等必
要に応じて、職員の適正な配置に努めていきます。

３　使用料の見直し
　下水道事業に係る経費の負担は、原則として雨水処理に要する費用は公費で、汚水処理に要する費用は私費（下水道使用料）で賄うこと
となっています。しかし、人口減少により今後ますます使用料収入の確保が難しくなることが見込まれるため、収入の不足分を一般会計から
の基準外繰入金に頼らざるを得ない状況です。今後は、未接続世帯への普及促進、維持管理費の削減に努めた上で、使用者の皆さんに
本来負担して頂くべき金額を負担して頂くため、使用料改定について３年おきに検討していきます。

　市民の皆さんへ持続的・安定的に下水道サービスを提供していくため、下記の基本方針を定めました。これに基づき、次の取り組みを実施
していきます。
　下水道事業の経営健全化
　現状、下水道事業の経営は非常に厳しく、支出に対し使用料収入が大きく不足している状況です。経費の削減に加え、収入の確保が大き
な課題となっています。持続的・安定的に事業を経営するため、使用料などの収入の確保や、事業運営にかかるコストを削除することで経営
基盤の強化を図るとともに、下水道施設の計画的かつ効率的な改築・更新により投資の合理化を行います。

　下水道事業への地方公営企業法の適用により増加・複雑化する事務に効率的に対応するため、平成29年4月1日に水道事業との組織統
合を行い、上下水道部を設置しました。令和7年4月1日現在、下水道事業会計から人件費を支弁している職員数は7人（事務職員4人、技術
職員3人）です。
　今後は、市の職員定数の適正化に伴い職員数の削減が予想されることから、日常業務や大雨等の災害への緊急対応など、上下水道部全
体で様々な状況に対応しうる職員の育成を行い、効率的な組織運営を目指します。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（１）他会計繰入金の抑制
　公共下水道事業は、その公共性から他会計繰入金も財源の一部となっているのが現状です。多くの投資が必要となる中、市全体の財政の
負担にならないように、総務省通達にて定められている繰出基準から外れる他会計繰入金（基準外繰入）の抑制に努めます。

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

　計画期間において管きょ整備を行っていくことから、その財源である企業債が増加するため、支払利息の増加を見込んでおります。また、
整備を進めることにより供用開始エリアを拡大されること、水洗化率の向上を図ることから、有収水量が増加する見込であるため、流域下水道
の維持管理費負担金の増加を見込んでおります。
　職員給与費については、現在の職員数が7名ですが、令和10年度で下水道未普及区域の整備が一旦終了するため、令和11年度から事
務職員１名、技術職員１名減を予定しています。
　また、汚水処理原価は、類似団体と比較した結果、当市は比較的安価な状況にありますが、今後も効率的な経営を行い、コスト縮減を図っ
てまいります。

（１）使用料収入
有収水量を推定し、最新の使用料単価（使用料収入/有収水量）の実績を乗じて推計しています。使用料収入は施設の維持管理費の他、
企業債償還金にも充当します。
（２）国庫補助金
国（県）による交付金が見込める事業（主に建設事業）に関しては、交付金を見込んでいます。
（３）他会計繰入金
一般会計からの繰入金を見込んでいます。総務省から通知される繰出基準を踏まえて推計しています。
（４）長期前受金戻入
固定資産取得に充てるために交付を受けた補助金当を一旦、繰延収益（長期前受金）として貸借対照表の負債の部に計上し、取得した固
定資産の減価償却に見合う分を毎年度取り崩して収益に計上しています。
（５）受益者分担金
　新たに公共下水道の整備により接続される住民の方に、建設費用の一部を受益者分担金として納めていただいています。

（１）建設改良費
　管きょ整備費、流域下水道建設負担金、職員給与費を計上しています。管きょは比較的新しいため、計画期間内に改築更新費は計上し
ていません。
（２）企業債償還金
　令和6年度までに発行済みの企業債に係る償還金に、上記建設改良費の財源として起債予定の企業債に係る償還金を加えて推計してい
ます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標

　現在、計画区域の整備事業を継続しており、令和10年度までに一般的な整備を完了し、下水道施設の早期整備完了を目指します。
　また、下水道事業を持続させるために、ストックマネジメント計画に基づく、計画的かつ効果的な改築事業を中長期的な観点をもって実施し
ます。

目 標
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項

委託費に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

職員給与費に関する事項

動力費に関する事項

使用料の見直しに関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

　検討した経営分析や収支計画について、毎年度実績と比較を行い、5年ごとの中期スパンにおい
て、より深度のある経営分析を実施し、経営戦略の再検討を行います。
　ただし、経営環境に大きな変化が生じた時は直ちに改定します。

　接続促進等、財源確保の取組について、費用対効果を考慮し検討していきます。

　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務にて、ウォーターPPP導入可能性に
ついて検討を行う予定です。

　建設改良費について、国庫補助金や交付税措置の有利な企業債等、適切な財源確保
を検討しています。

　安定的に維持管理を行っていくためには、使用料収入の確保が不可欠であります。使
用料改定等の検討については、社会情勢や経営状況を把握し、必要に応じて使用料の
見直しを検討していきます。

　処理場を有していないため、検討を行っておりません。

　必要に応じて見直しを検討します。

　統合できる委託業務について検討し、経費の節減及び効率化に努めます。

　公営企業法及び関連法令等によれば、同職種の職員給与については、一般会計等の
職員給与に準ずるべきであるため、本市においては、その方針に従っております。

　現行電力事業者以外の情報を収集し、比較検討を行っていきます。

広域化・共同化・最適化に関する事項

　土地、施設を所有していないため、検討を行っておりません。

投資の平準化に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

その他の取組

　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務にて、ウォーターPPP導入可能性に
ついて検討を行う予定です。

　愛知県は国の要請に基づき、市町村の枠を超えた下水道施設の広域化・共同化の検
討に着手しており、本市も広域化・共同化の実現に向け検討を行い、実現性のあるもの
に着手していきます。

　当面の間、管きょ整備費用については、平準化された建設改良費を計上しています。

ー
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 国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和2年7月21日付け国水下企第34号）に基づき

経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示す。

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

99.4% 99.4% 98.2% 100.6% 100.9% 101.0% 100.0% 98.9% 97.8% 96.7% 95.5% 94.4% 93.3%

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

91.1% 90.9% 91.0% 91.2% 91.4% 91.7% 91.8% 91.9% 92.0% 92.2% 92.3% 92.4% 92.6%

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

見直し

経費回収率の向上

経費回収率向上に向けたロードマップ（公共下水道）

区分
実績 目標値・計画

経営健全化に関する定量的な業績指標

取組内容
 令和10年度末まで公共下水道事業の拡張工事が行われるため、使用料は増加する見込みである。

 R11年度以降は使用料収入減少により経費回収率は下がる見込みであることから、３年一度見直しを行い、使用料改

定検討を行い、経費回収率100％を目指す。

収入増加のための具体的取組

水洗化率の向上

取組内容
 令和10年度末まで公共下水道拡張工事を行うため、水洗化率は向上する見込みである。

 今後は下水道未接続世帯に対する戸別訪問を行い、普及啓発活動を今後も継続し、更なる水洗化の促進に努め、使用

料増収を図る。

支出削減のための具体的な取組

ストックマネジ

メント計画

民間活力の活用 マンホールポンプの維持管理 管路施設の維持管理の検討

第1期R2～R6 第2期R7～R11 第3期R12～R16 第4期

取組内容
 ストックマネジメント計画に基づき、管路施設の改築、更新の優先順位等を検討し、改築事業費の平準化を図る。

 また、マンホールポンプ維持管理の民間委託による効率的な運営を継続しつつ、更なる効率化のため、他の管路施設

維持管理を含めて官民連携等の導入を検討する。

収支構造の改善の要否等についての定期的な検証・見直し

経営戦略計画期

間
R8~R17～R7

経営戦略見直し 見直し 見直し

取組内容
 今回の経営戦略は令和８年度から令和１７年度を計画期間として策定。毎年度進捗管理を行い、必要に応じ投資・財

政計画（収支計画）の見直しを行い、概ね５年毎に経営戦略の見直しを行う。

 また、令和５年度に使用料の改定を行ったが、今後も改定検討を行い、必要がある時には改定を行う。

使用料改定検討 改定検討 改定検討

使用料改定検討 改定

改定検討 改定検討
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令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

4,444 円 3,120 円

4,499 円 3,140 円

4,499 円 3,280 円

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

無し

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

なし

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

処 理 区 数
10処理区（八名井処理区、吉川処理区、塩沢処理区、新城南部処理区、巣山処理区、名号処理区、高里処
理区、菅守処理区、開成処理区、巴処理区）

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成５年度
（30年経過)

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

別添２－1

新城市下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 新城市

事 業 名 ： 新城市下水道事業（農業集落排水施設）

処 理 場 数
１0か所（八名井処理場、吉川処理場、日吉浄化センター、新城南部処理場、巣山処理場、名号処理場、高
里処理場、菅守処理場、開成処理場、巴処理場）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

愛知県による広域化・共同化計画の枠組みに参画

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

法適（全部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 9人/ha
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

処理場やマンホールポンプの維持管理業務を民間に委託していま
す。

 イ　指定管理者制度 該当なし

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ
　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務にて、ウォーター
PPP導入可能性について検討を行う予定です。

事 業 運 営 組 織
平成２９年４月１日に上下水道事業の経営健全化を目的とし、水道事業との組織体制の再編を行っており、現
在、上下水道部経営課、整備課の２課体制で業務にあたっています。

職 員 数
上下水道部職員25人（正規職員２０人、会計年度職員５人）のうち、下水道事業会計から人件費を支弁してい
る職員数は７人（事務職員４人、技術職員３人）です。
※上下水道部長の人件費は、水道、下水道事業会計で折半しています。

分析の考え方 算出式

資 産 活 用 の 状 況

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

該当なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

該当なし

経営の健全性・効率性

①経常収支比率
（％）

使用料収入や一般会計から
の繰入金等の収益で、維持
管理費や支払利息等の費用
をどの程度賄えているかを表
す指標です。

単年度の収支が黒字であることを示す100％以
上となっていることが必要です。
数値が100％未満の場合、単年度の収支が赤
字であることを示しているため、経営改善に向
けた取組が必要です。

 経常収益
　経常費用

×100

②累積欠損金比率
（％）

営業収益に対する累積欠損
金の状況を表す指標です。

累積欠損金が発生していないことを示す０％で
あることが求められます。累積欠損金を有して
いる場合は、経営の健全性に課題があるといえ
ます。経年の状況も踏まえながら０％となるよう
経営改善を図っていく必要があります。

当年度未処理欠損金
営業収益－受託工事収益

　×100

③流動比率
（％）

短期的な債務に対する支払
能力を表す指標です。

１年以内に支払うべき債務に対して支払うことが
できる現金等がある状況示す100％以上である
ことが必要です。一般的に100％を下回るという
ことは、1年以内に現金化できる資産で、１年以
内に支払わなければならない負債を賄えておら
ず、支払能力を高めるための経営改善を図っ
ていく必要があります。

流動資産
　流動負債

×100

④企業債残高対事業規模比
率

（％）

使用料収入に対する企業債
残高の割合であり、企業債残
高の規模を表す指標です。

明確な数値基準はないと考えられますが、経年
比較や類似段階との比較等により自団体の置
かれている状況を把握、分析し、適切な数値と
なっているか、対外的に説明できることが求めら
れます。

企業債現在高合計－一般会計負担額
　営業収益－受託工事収益－雨水処理負担

金

×100

⑤経費回収率
（％）

使用料で回収すべき経費を、
どの程度使用料で賄えている
かを表す指標であり、使用料
水準等を評価することが可能
です。

当該指標は、使用料で回収すべき経費を全て
使用料で賄えている状況を示す100％以上で
あることが必要です。数値が100％を下回って
いる場合、汚水処理に係る費用が使用料以外
の収入により賄われていることを意味するため、
適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の
削減が必要です。

下水道使用料
汚水処理費（公費負担分を除く）

×100

経営指標 指標の意味
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⑥汚水処理原価
（％）

有収水量１㎥当たりの汚水処
理に要した費用であり、汚水
資本費、汚水維持管理費の
両方を含めた汚水処理に係
るコストを表す指標です。

明確な数値基準はないと考えられますが、経年
比較や類似段階との比較等により自団体の置
かれている状況を把握、分析し、適切な数値と
なっているか、対外的に説明できることが求めら
れます。

汚水処理費（公費負担分を除く）
　年間有収水量

×100

⑦施設利用率
（％）

施設、設備が一日に対応可
能な処理能力に対する、一日
平均処理水量の割合であり、
施設の利用状況や適正規模
を判断する指標です。

明確な数値基準はないと考えられますが、一般
的に高い数値であることが望まれます。経年比
較や類似団体との比較等により自団体の置か
れている状況を把握し、例えば、当該指標が類
似団体との比較で高い場合であっても、現状分
析や将来の汚水処理人口の減少等を踏まえ、
過大なスペックとなっていないかといった分析
が必要です。

晴天時一日平均処理水量
晴天時現在処理能力

×100

老朽化の状況

①有形固定資産減価償却率
（％）

有形固定資産のうち償却対
象資産の減価償却がどの程
度進んでいるかを表す指標
で、資産の老朽化度合を示し
ています。

明確な数値基準はないと考えられますが、経年
比較や類似団体との比較等により自団体の置
かれている状況を把握、分析し、適切な数値と
なっているか、対外的に説明できることが求め
れれます。
一般的には、数値が高いほど、法定耐用年数
に近い資産が多いことを示しており、将来の施
設の改築（更新、長寿命化）等の必要性を推測
することができます。

企業債現在高合計－一般会計負担額
　有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿価

格

×100

②管渠老朽化率
（％）

法定耐用年数を超えた管渠
延長の割合を表した指標で、
管渠の老朽化度合を示して
おります。

明確な数値基準はないと考えられますが、経年
比較や類似団体との比較等により自団体の置
かれている状況を把握、分析し、適切な数値と
なっているか、耐震性や、今後の更新投資の見
通しを含め、対外的に説明できることが求めら
れています。
一般的には、数値が高い場合には法定耐用年
数を経過した管渠を多く保有しており、管渠の
改築等の必要性を推測することができます。

法定耐用年数を経過した管渠延長
下水道管渠布設延長

×100

③管渠改善率
（％）

当該年度に更新した管渠延
長の割合を表した指標で、管
渠の更新ペースや状況を把
握できます。

明確な数値基準はないと考えれますが、数値
が2％の場合、全ての管路を更新するのに50年
かかる更新ペースであることが把握できます。
数値が低い場合、耐震性や、今後の更新投資
の見通しを含め、対外的に説明できることが求
められています。

改善（更新、改良、修繕）管渠延長
　下水道管布設延長

×100

⑧水洗化率
（％）

現在処理区域内人口のうち、
実際に水洗便所を設定して
汚水処理している人口の割
合を表す指標です。

当該指標については、公共用水域の水質保全
や、使用料収入の増加等の観点から100％と
なっていることが望ましいです。一般的に数値
が100％未満である場合には、汚水処理が適切
に行われておらず、水質保全の観点から問題
が生じる可能性があることや、使用料収入の増
加を図るため、水洗化率向上の取組が必要で
す。

現在水洗便所設置済人口
　現在処理区域内人口

×100
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イ.農業集落排水事業

'老朽化の状況
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２．将来の事業環境

（１）

（２） 処理区域内人口・水洗化人口の予測

全体総括
①経常収支比率は100％を上回っているが⑤経費回収率が100％を下回っているため、⑧水洗化率の向上を図るなどの収入増加に向けた
取組が必要であるといえる。また、企業の持続性・安定性に課題があると考えられるため、今後更新投資の際には経費削減を目的としたス
ペックダウンやダウンサイジングの検討が必要と考えられる。令和2年3月に策定した経営戦略の進捗状況について、PDCAサイクルに基づ
いたフォローアップを行い、経営の健全化を目指していく。

分析欄

処理区域内人口の予測

　本市の人口は、昭和60年の54,965人をピークとして人口減少に転じています。平成17年10月の合併以降もこの傾向が続き、平成24年には
50,000人を割り込みました。最近では、出生数の減少に加え、社会動態も転入者よりも転出者が多い傾向が続いており、今後も人口減少は
続いていくものと予測されます。
　本経営戦略では、処理区域内人口の予測については、令和2年3月に改定した「新城市人口ビジョン」を基に将来人口推計を採用します。

２．老朽化の状況について
①有形固定資産減価償却率は類似団体と比べ低くなっている。
③管渠改善率も類似団体と比べ低くなっている。これらにより、現状施設の改築等の必要性は低いといえるが、今後迎える改築に向けた財
源の確保や長期的な投資計画の検討が必要と考えられる。

１．経営の健全性・効率性について
①経常収支比率は100％を上回っており、単年度収支黒字となっている。理由として、前年と比較して減価償却費等が減少したことによる総
費用の減少のためである。使用料収入は料金改定により増加しているものの、人口減少や節水機器の普及により、使用料収入の減少が見
込まれるため、水洗化率の向上を図ることや、経費削減等の取組を行い経営改善を行う必要がある。
②累積欠損金比率は昨年度から16.48ポイント減少したが、依然として類似団体平均を大きく上回っている。これは地方公営企業法の財務
適用を開始した平成28年度から発生している累積欠損金の影響が大きい。今後も収入の増加、経費削減に努め、黒字体質を継続する必要
がある。
④企業債残高対事業規模比率は企業債残高の減少により昨年度から49.71ポイント低下したが、未だ類似団体平均と比較して高く企業の持
続性・安定性に課題があると考えられる。
⑤経費回収率は昨年度から5.51ポイント増加し、⑥汚水処理原価は13.82円減少している。これは、動力費等減少により汚水処理費が減少
したためである。
⑧水洗化率は類似団体と比べ高い数値となっているが、今後100％を目指し水洗化率向上の取組が必要であると考える。

　農業集落排水事業は、事業計画のある全地区の整備が完了したことから、今後の処理区域内人口の増加は見込んでいません。また、水
洗化率（水洗化人口/処理区域内人口）は、令和５年度末時点で92.18％と、類似団体平均90.32％と比べて若干上回っていますが、今後は
行政区域内人口の減少に伴い、減少に転じるものと見込んでいます。
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（３）

（４）

（５）

（６） 組織の見通し

　下水道事業への地方公営企業法の法適用により増加・複雑化する事務に効率的に対応するため、平成29年4月1日に水道事業との組織
統合を行い、上下水道部を設置しました。令和7年4月1日現在、下水道事業会計から人件費を支弁している職員数は7人（事務職員4人、技
術職員3人）です。
　今後は、市の職員定数の適正化に伴い職員数の削減が予想されることから、日常業務や大雨等の災害への緊急対応など、上下水道部全
体で様々な状況に対応しうる職員の育成を行い、効率的な組織運営を目指します。

使用料収入の見通し

施設の見通し
　農業集落排水事業は、農業集落における生活雑排水等の汚水を処理する施設の整備により、農業用用水の水質汚濁を防止し農村地域
の健全な水循環に資すことを目的としています。本市は10箇所（新城地区4箇所、鳳来地区2箇所、作手地区4箇所）の処理場で汚水処理を
行っています。また、農業の特性を活かし、4箇所で汚泥の農地還元を行っています。
　高里処理場で平成5年10月から供用開始され、その後、巣山、菅守、開成、名号、八名井、吉川、塩沢、巴、新城南部地区で整備を進め、
現在は整備計画のある10地区10処理場の供用開始が完了しています。
　今後は、供用開始から30年近くが経過した施設もあることから、機能保全計画に基づく補助制度を活用した計画的な更新に努めていきま
す。

有収水量の予測
　有収水量は、前述の水洗化人口と過去の実績から算出した事業ごとの一人あたり有収水量（農業集落排水事業127㎥/年）により推計して
います。なお、一人あたり有収水量について、近年は増減の傾向が見られないことから一定の水量としています。
　　農業集落排水事業と地域下水道事業は、人口減少の影響により減少していく見込みです。

　農業集落排水の使用料については、人頭制を採用していることから、使用料収入は、R5の１㎥あたり年間使用料従量分〔（下水道使用料-
（年度末接続件数×基本料）〕÷水洗化人口で計算した8.8千円/人を水洗化人口を乗じたものに接続件数に基本料金を乗じたものにして
います。
　有収水量と同様に人口減少の影響により減少していく見込みです。
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３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

１　未接続世帯への普及促進
　下水道の重要な役割である公共用水域の保全のため、また事業経営の中で要となる使用料収入の確保のために、水洗化は非常に重要
になります。しかしながら、高齢世帯等の経済的理由や浄化槽を使用している等の理由から下水道への接続がなかなか進んでいません。負
担の公平性を確保するためにも早期に下水道へ接続して頂く必要があるため、排水設備工事資金の融資あっせん及び利子補給制度の活
用や未接続世帯への広報・啓発、戸別訪問等の普及促進活動を進めていきます。特に、供用開始から間もない区域を重点地区に位置づ
け、令和１６年度末までに農業集落排水の新城南部地区について接続率９０％を目指します。また、市民の皆さんに下水道事業に対する関
心・理解を深めてもらうための情報提供等に取り組み、下水道についてご理解頂けるよう努めていきます。

２　維持管理費の削減
　維持管理費で大きな割合を占める委託料、動力費、修繕費及び人件費については、特にコスト管理を徹底していきます。現在、処理場等
の維持管理業務を民間業者に委託していますが、他の業務についても他団体の成果等の情報を収集し、委託の拡大について検討すると共
に、包括的民間委託による経費の削減・効率化の検討をしていきます。動力費に関しては、現行の電力事業者以外の情報も収集し比較・検
討していきます。修繕費に関しては、定期的な点検により異常の早期発見に努め、機器の長寿命化を図ります。今後も事業の重要性や業務
内容の変化等必要に応じて、職員の適正な配置に努めていきます。

３　使用料の見直し
　下水道事業に係る経費の負担は、原則として雨水処理に要する費用は公費で、汚水処理に要する費用は私費（下水道使用料）で賄うこと
となっています。しかし、人口減少により今後ますます使用料収入の確保が難しくなることが見込まれるため、収入の不足分を一般会計から
の基準外繰入金に頼らざるを得ない状況です。今後は、未接続世帯への普及促進、維持管理費の削減に努めた上で、使用者の皆さんに
本来負担して頂くべき金額を負担して頂くため、使用料改定について３年おきに検討していきます。

４　下水道施設への投資の合理化
　農業集落排水施設は、施設のポンプ類や計器類等に関し耐用年数が経過した設備もあることから、適正な管理や早期の修繕により可能な
限り使用年数を延ばすことで設備投資の増加を抑制し、更新の平準化に努めます。また、公共下水道に隣接する農業集落排水施設等で、
老朽化が進み改築・更新が必要な処理施設については、処理区域の見直しによる施設の統廃合を検討し、費用対効果の検証を行っていき
ます。

５　一般会計からの繰入金
　令和6年度決算において、総収入15.3億円に対し一般会計からの繰入金は約2.8億円で、これは全体の約19％に当たります。このことから
本市の下水道事業は、一般会計からの繰入金に依存している状況であるといえます。今後は、収入の確保および経費の削減に向けた取組
を一層強化し、令和１7年度までに令和6年度比で下水道事業全体１0％削減を目標とします。これにより、繰入金の抑制に努めます。

目 標

　市民の皆さんへ持続的・安定的に下水道サービスを提供していくため、下記の基本方針を定めました。これに基づき、次の取り組みを実施
していきます。
　下水道事業の経営健全化
　現状、下水道事業の経営は非常に厳しく、支出に対し使用料収入が大きく不足している状況です。経費の削減に加え、収入の確保が大き
な課題となっています。持続的・安定的に事業を経営するため、使用料などの収入の確保や、事業運営にかかるコストを削除することで経営
基盤の強化を図るとともに、下水道施設の計画的かつ効率的な改築・更新により投資の合理化を行います。
　

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

　現在、計画区域の整備事業を継続しており、令和10年度までに一般的な整備を完了し、下水道施設の早期整備完了を目指します。
　また、下水道事業を持続させるために、ストックマネジメント計画に基づく、計画的かつ効果的な改築事業を中長期的な観点をもって実施し
ます。

（１）建設改良費
　管きょ整備費、処理場整備費、職員給与費を計上しています。
（２）企業債償還金
　令和6年度までに発行済みの企業債に係る償還金に、上記建設改良費の財源として起債予定の企業債に係る償還金を加えて推計してい
ます。
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②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

使用料の見直しに関する事項
　安定的に維持管理を行っていくためには、使用料収入の確保が不可欠であります。使
用料改定等の検討については、社会情勢や経営状況を把握し、必要に応じて使用料の
見直しを検討していきます。

資産活用による収入増加
の取組について

－

その他の取組
　建設改良費について、国庫補助金や交付税措置の有利な企業債等、適切な財源確保
を検討しています。

投資の平準化に関する事項
　今後は、供用開始から30年近くが経過した施設もあることから、機能保全計画に基づく
補助制度を活用した計画的な更新に努めていきます。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務にて、ウォーターPPP導入可能性に
ついて検討を行う予定です。

その他の取組 ー

広域化・共同化・最適化に関する事項
　愛知県は国の要請に基づき、市町村の枠を超えた下水道施設の広域化・共同化の検
討に着手しており、本市も広域化・共同化の実現に向け検討を行い、実現性のあるもの
に着手していきます。

（１）他会計繰入金の抑制
　農業集落排水施設は、その公共性から他会計繰入金も財源の一部となっているのが現状です。多くの投資が必要となる中、市全体の財政
の負担にならないように、総務省通達にて定められている繰出基準から外れる他会計繰入金（基準外繰入）の抑制に努めます。

（１）使用料収入
有収水量を推定し、最新の使用料単価（使用料収入/有収水量）の実績を乗じて推計しています。使用料収入は施設の維持管理費の他、
企業債償還金にも充当します。
（２）国庫補助金
国（県）による交付金が見込める事業（主に建設事業）に関しては、交付金を見込んでいます。
（３）他会計繰入金
一般会計からの繰入金を見込んでいます。総務省から通知される繰出基準を踏まえて推計しています。
（４）長期前受金戻入
固定資産取得に充てるために交付を受けた補助金当を一旦、繰延収益（長期前受金）として貸借対照表の負債の部に計上し、取得した固
定資産の減価償却に見合う分を毎年度取り崩して収益に計上しています。
（５）受益者分担金
　新たに公共下水道の整備により接続される住民の方に、建設費用の一部を受益者分担金として納めていただいています。

　供用開始から30年近くが経過した施設もあることから、機能保全計画に基づく補助制度を活用した計画的な更新を行っていくことから、そ
の財源である企業債が増加するため、支払利息の増加を見込んでおります。
　また、汚水処理原価は、類似団体と比較した結果、当市は比較的安価な状況にありますが、今後も効率的な経営を行い、コスト縮減を図っ
てまいります。

目 標
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③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　検討した経営分析や収支計画について、毎年度実績と比較を行い、5年ごとの中期スパンにおい
て、より深度のある経営分析を実施し、経営戦略の再検討を行います。
　ただし、経営環境に大きな変化が生じた時は直ちに改定します。

薬品費に関する事項

修繕費に関する事項 　必要に応じて見直しを検討します。

委託費に関する事項 　統合できる委託業務について検討し、経費の節減及び効率化に努めます。

その他の取組 　接続促進等、財源確保の取組について、費用対効果を考慮し検討していきます。

－

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務にて、ウォーターPPP導入可能性に
ついて検討を行う予定です。

職員給与費に関する事項
　公営企業法及び関連法令等によれば、同職種の職員給与については、一般会計等の
職員給与に準ずるべきであるため、本市においては、その方針に従っております。

動力費に関する事項 　最適整備構想に基づき、各施設の適正な維持管理に努めていく。
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 国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和2年7月21日付け国水下企第34号）に基づき

経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示す。

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

75.8% 75.5% 75.3% 75.7% 75.3% 74.9% 72.6% 72.1% 71.4% 71.3% 70.1% 69.1% 67.6%

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

92.2% 92.5% 92.5% 92.5% 92.6% 92.6% 92.6% 92.6% 92.6% 92.6% 92.6% 92.7% 92.6%

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

見直し

経費回収率の向上

経費回収率向上に向けたロードマップ（農業集落排水）

区分
実績 目標値・計画

経営健全化に関する定量的な業績指標

取組内容
 令和５年度に使用料改定を行ったものの、今後も人口減少による使用料減少が続く見込みである。

 そのため、３年一度見直しを行い、使用料改定検討を行い、経費回収率100％を目指す。

収入増加のための具体的取組

水洗化率の向上

取組内容

 農業集落排水事業は、事業計画のある全地区の整備が完了したことから、今後の処理区域内人口の増加は見込んでい

ません。また、水洗化率（水洗化人口/処理区域内人口）は、令和５年度末時点で92.18％と、類似団体平均90.32％と比

べて若干上回っていますが、今後は行政区域内人口の減少に伴い、減少に転じるものと見込んでいます。

 今後は下水道未接続世帯に対する戸別訪問を行い、普及啓発活動を今後も継続し、更なる水洗化の促進に努め、使用

料増収を図る。

支出削減のための具体的な取組

最適整備構想

民間活力の活用 マンホールポンプ、処理場の点検維持管理 マンホールポンプ、処理場の点検維持管理の検討

最適整備構想平成30年～令和39年

取組内容
 最適整備構想に基づき、管路施設の改築、更新の優先順位等を検討し、改築事業費の平準化を図る。

 また、マンホールポンプ維持管理の民間委託による効率的な運営を継続しつつ、更なる効率化のため、他の管路施設

維持管理を含めて官民連携等の導入を検討する。

収支構造の改善の要否等についての定期的な検証・見直し

経営戦略計画期

間
R8~R17～R7

経営戦略見直し 見直し 見直し

取組内容
 今回の経営戦略は令和８年度から令和１７年度を計画期間として策定。毎年度進捗管理を行い、必要に応じ投資・財

政計画（収支計画）の見直しを行い、概ね５年毎に経営戦略の見直しを行う。

 また、令和５年度に使用料の改定を行ったが、今後も改定検討を行い、必要がある時には改定を行う。

使用料改定検討 改定検討 改定検討

使用料改定検討 改定

改定検討 改定検討
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令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,860 円 3,640 円

2,915 円 3,640 円

2,915 円 3,660 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（全部適用）

新城市下水道事業経営戦略

昭和６０年度

新城市

新城市下水道事業（地域下水道）

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

１処理区（緑が丘処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

愛知県による広域化・共同化計画の枠組みに参画

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和５年度 令和５年度

令和６年度 令和６年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭用使用料体系と同じ

なし

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和４年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

59人/ｈa

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

１か所（緑ヶ丘浄化センター）

有り

処 理 区 数
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

（２）

　地域下水道事業については、本市が任意で地方公営企業法を適用し実施している事業であり、他の公営企業との比較、分析ができないこ
とから、経営比較分析表は作成しておりません。

職 員 数
上下水道部職員25人（正規職員２０人、会計年度職員５人）のうち、下水道事業会計から人件費を支弁してい
る職員数は７人（事務職員４人、技術職員３人）です。
※上下水道部長の人件費は、水道、下水道事業会計で折半しています。

平成２９年４月１日に上下水道事業の経営健全化を目的とし、水道事業との組織体制の再編を行っており、現
在、上下水道部経営課、整備課の２課体制で業務にあたっています。

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）
*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）
*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務にて、ウォーター
PPP導入可能性について検討を行う予定です。

 イ　指定管理者制度

処理場やマンホールポンプの維持管理業務を民間に委託していま
す。

　本市の人口は、昭和60年の54,965人をピークに人口減少に転じています。平成17年10月の合併以降もこの傾向が続き、平成24年には
50,000人を割り込みました。最近では、出生数の減少に加え、社会動態も転入者よりも転出者が多い傾向が続いており、今後も人口減少は
続いていくものと予測されます。
　本経営戦略では、処理区域内人口の予測については、令和2年3月に改定した「新城市人口ビジョン」を基に将来人口推計を採用します。

民 間 活 用 の 状 況

処理区域内人口・水洗化人口の予測
　地域下水道事業は、事業計画のある全地区の整備が完了したことから、今後の処理区域内人口の増加は見込んでいません。今後は行政
区域内人口の減少に伴い、減少に転じるものと見込んでいます。
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（３）

（４）

有収水量の予測

　地域下水道事業は、事業計画のある全地区の整備が完了したことから、今後の処理区域内人口の増加は見込んでいません。今後は行政
区域内人口の減少に伴い、減少に転じるものと見込んでいます。

　使用料収入は、前述の有収水量と過去の実績から算出した事業ごとに１㎥あたり使用料単価、地域下水道事業142円/㎥により推計してい
ます。
　有収水量と同様に地域下水道事業は人口減少の影響により減少していく見込みです。

使用料収入の見通し
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（５）

（６）

３．経営の基本方針

　下水道事業への地方公営企業法の手寄与用により増加・複雑化する事務に効率的に対応するため、平成29年4月1日に水道事業との組
織統合を行い、上下水道部を設置しました。令和7年4月1日現在、下水道事業会計から人件費を支弁している職員数は7人（事務職員4人、
技術職員3人）です。
　今後は、市の職員定数の適正化に伴い職員数の削減が予想されることから、日常業務や大雨等の災害への緊急対応など、上下水道部全
体で様々な状況に対応しうる職員の育成を行い、効率的な組織運営を目指します。

　市民の皆さんへ持続的・安定的に下水道サービスを提供していくため、下記の基本方針を定めました。これに基づき、次の取り組みを実施
していきます。
　下水道事業の経営健全化
　現状、下水道事業の経営は非常に厳しく、支出に対し使用料収入が大きく不足している状況です。経費の削減に加え、収入の確保が大き
な課題となっています。持続的・安定的に事業を経営するため、使用料などの収入の確保や、事業運営にかかるコストを削除することで経営
基盤の強化を図るとともに、下水道施設の計画的かつ効率的な改築・更新により投資の合理化を行います。

１　維持管理費の削減
　維持管理費で大きな割合を占める委託料、動力費、修繕費及び人件費については、特にコスト管理を徹底していきます。現在、処理場等
の維持管理業務を民間業者に委託していますが、他の業務についても他団体の成果等の情報を収集し、委託の拡大について検討すると共
に、包括的民間委託による経費の削減・効率化の検討をしていきます。動力費に関しては、現行の電力事業者以外の情報も収集し比較・検
討していきます。修繕費に関しては、定期的な点検により異常の早期発見に努め、機器の長寿命化を図ります。

２　使用料の見直し
　下水道事業に係る経費の負担は、原則として雨水処理に要する費用は公費で、汚水処理に要する費用は私費（下水道使用料）で賄うこと
となっています。しかし、人口減少により今後ますます使用料収入の確保が難しくなることが見込まれるため、収入の不足分を一般会計から
の基準外繰入金に頼らざるを得ない状況です。今後は、未接続世帯への普及促進、維持管理費の削減に努めた上で、使用者の皆さんに
本来負担して頂くべき金額を負担して頂くため、使用料改定について３年おきに検討していきます。

施設の見通し

　地域下水道事業は、昭和60年度からは緑が丘地区住宅団地の開発に伴い整備された地域下水道の供用を開始しました。
　今後は、供用開始から30年経過しており、定期的に更新しながら事業を継続していきます。

組織の見通し
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（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

目 標

（１）他会計繰入金の抑制
　公共下水道事業は、その公共性から他会計繰入金も財源の一部となっているのが現状です。多くの投資が必要となる中、市全体の財政の
負担にならないように、総務省通達にて定められている繰出基準から外れる他会計繰入金（基準外繰入）の抑制に努めます。

　今後人口減少が見込まれるため、有収水量の減少に伴い、動力費の減少を見込んでいます。

４　一般会計からの繰入金
　令和6年度決算において、総収入15.3億円に対し一般会計からの繰入金は約2.8億円で、これは全体の約19％に当たります。このことから
本市の下水道事業は、一般会計からの繰入金に依存している状況であるといえます。今後は、収入の確保および経費の削減に向けた取組
を一層強化し、令和１7年度までに令和6年度比で下水道事業全体１0％削減を目標とします。これにより、繰入金の抑制に努めます。

　地域下水道事業を持続させるために、ストックマネジメント計画に基づく、計画的かつ効果的な改築事業を中長期的な観点をもって実施し
ます。

３　下水道施設への投資の合理化
　地域下水道は、施設のポンプ類や計器類等に関し耐用年数が経過した設備もあることから、適正な管理や早期の修繕により可能な限り使
用年数を延ばすことで設備投資の増加を抑制し、更新の平準化に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（１）建設改良費
　処理場整備費を計上しています。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務にて、ウォーターPPP導入可能性に
ついて検討を行う予定です。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組
　建設改良費について、国庫補助金や交付税措置の有利な企業債等、適切な財源確保
を検討しています。

　令和8年度にウォーターPPP導入可能性調査業務にて、ウォーターPPP導入可能性に
ついて検討を行う予定です。

ー

　愛知県は国の要請に基づき、市町村の枠を超えた下水道施設の広域化・共同化の検
討に着手しており、本市も広域化・共同化の実現に向け検討を行い、実現性のあるもの
に着手していきます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　検討した収支計画について、毎年度実績と比較を行い、5年ごとの中期スパンにおいて、より深度
のある経営分析を実施し、経営戦略の再検討を行います。
　ただし、経営環境に大きな変化が生じた時は直ちに改定します。

職員給与費に関する事項
　公営企業法及び関連法令等によれば、同職種の職員給与については、一般会計等の
職員給与に準ずるべきであるため、本市においては、その方針に従っております。

動力費に関する事項 　施設の適正な維持管理に努めていきます。

修繕費に関する事項 　必要に応じて見直しを検討します。

委託費に関する事項 　統合できる委託業務について検討し、経費の節減及び効率化に努めます。

その他の取組 　接続促進等、財源確保の取組について、費用対効果を考慮し検討していきます。

薬品費に関する事項 －

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

－

　安定的に維持管理を行っていくためには、使用料収入の確保が不可欠であります。使
用料改定等の検討については、社会情勢や経営状況を把握し、必要に応じて使用料の
見直しを検討していきます。

使用料の見直しに関する事項

ー

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組
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 国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和2年7月21日付け国水下企第34号）に基づき

経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示す。

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

100.8% 101.8% 105.4% 100.4% 99.4% 98.3% 97.2% 96.1% 94.9% 93.6% 92.3% 91.0% 89.7%

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

見直し

R8~R17

取組内容
 今回の経営戦略は令和８年度から令和１７年度を計画期間として策定。毎年度進捗管理を行い、必要に応じ投資・財

政計画（収支計画）の見直しを行い、概ね５年毎に経営戦略の見直しを行う。

 また、令和５年度に使用料の改定を行ったが、今後も改定検討を行い、必要がある時には改定を行う。

使用料改定検討 改定検討 改定検討

使用料改定検討 改定

経営戦略見直し 見直し 見直し

取組内容
 処理場点検維持管理の民間委託による効率的な運営を継続しつつ、更なる効率化のため、他の管路施設当維持管理を

含めて官民連携等の導入を検討する。

収支構造の改善の要否等についての定期的な検証・見直し

経営戦略計画期

間

最適整備構想 最適整備構想平成30年～令和39年

民間活力の活用 処理場の点検維持管理 処理場の点検維持管理の検討

～R7

改定検討 改定検討

経費回収率の向上

経費回収率向上に向けたロードマップ（地域下水道）

区分
実績 目標値・計画

経営健全化に関する定量的な業績指標

取組内容
 令和５年度に使用料改定を行ったものの、今後も人口減少による使用料減少が続く見込みである。

 そのため、３年一度見直しを行い、使用料改定検討を行い、経費回収率100％を目指す。

収入増加のための具体的取組

水洗化率の向上

取組内容
 地域下水道事業は、事業計画のある全地区の整備が完了しており、全ての世帯に接続していることから、水洗化率は

100％となっています。

支出削減のための具体的な取組

－27－
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1
5
条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

(A
)-

(B
)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

特
別

損
失

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

動
力

費
修

繕
費

材
料

費
そ

の
他

支
払

利
息

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

長
期

前
受

金
戻

入
そ

の
他

収
入

計
営

業
費

用
職

員
給

与
費

基
本

給
退

職
給

付
費

そ
の

他
経

費

令
和

1
7
年

度

営
業

収
益

料
金

収
入

推
計

料
金

収
入

改
定

料
金

収
入

令
和

3
年

度
(決

算
)

令
和

4
年

度
(決

算
)

令
和

5
年

度
(決

算
）

令
和

6
年

度
（
決

算
）

令
和

7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0
年

度
令

和
1
1
年

度

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
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財
政

収
支

計
画

　
下

水
道

事
業

全
体

（
3
事

業
合

計
）

資
本

的
収

支
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

26
4,

90
0

22
9,

80
0

21
0,

50
0

2
78

,4
00

42
6,

60
0

38
7
,7

00
28

8,
70

0
27

8,
8
00

21
5
,2

00
21

8,
90

0
22

1,
50

0
2
34

,6
0
0

1
67

,5
00

16
5,

50
0

1
63

,3
00

10
0
,6

00
94

,0
00

94
,0

00
72

,4
0
0

17
0,

10
0

10
6,

20
0

52
,9

0
0

4
3,

00
0

40
,5

00
37

,2
00

4
0,

0
00

53
,0

0
0

56
,7

00
54

,7
00

52
,5

0
0

２
．

14
5,

64
9

11
7,

40
0

99
,9

44
83

,7
53

38
,4

99
70

,0
00

62
,0

00
52

,0
00

47
,0

0
0

32
,0

00
3,

00
0

３
．

４
．

7,
31

1
8,

12
7

6,
69

7
6,

03
5

7,
08

6
7
,8

65
8,

21
0

8,
5
49

8
,4

34
8,

62
6

8,
78

6
8,

97
0

9,
17

0
9,

35
4

8,
69

5

５
．

６
．

12
8,

83
6

15
5,

95
0

15
1,

90
7

1
86

,3
55

18
2,

44
7

17
5
,2

05
17

7,
90

5
17

4,
6
30

15
8
,8

80
16

6,
69

0
16

8,
63

5
1
64

,3
9
0

60
,0

00
6
0,

00
0

60
,0

00

７
．

８
．

37
,7

8
6

35
,4

43
14

,4
80

25
,7

68
1
4,

85
0

12
,3

50
12

,3
00

12
,3

00
7
,5

00
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0

９
．

(A
)

58
4
,4

82
54

6,
72

0
48

3,
5
28

58
0
,3

11
63

0,
98

3
62

1,
6
19

55
7,

11
5

53
6,

27
9

44
2,

01
4

4
41

,7
16

43
1,

42
1

41
1
,4

60
23

7,
17

0
23

5,
3
54

23
2,

49
5

(B
)

(C
)

58
4,

48
2

54
6,

72
0

48
3,

52
8

5
80

,3
11

63
0,

98
3

62
1
,6

19
55

7,
11

5
53

6,
2
79

44
2
,0

14
44

1,
71

6
43

1,
4
21

4
11

,4
6
0

2
37

,1
70

23
5,

35
4

2
32

,4
95

１
．

33
8,

85
2

37
8,

75
9

27
4,

66
3

4
72

,4
89

48
7,

87
0

50
5
,6

10
46

2,
77

7
45

9,
7
08

37
1
,3

89
37

8,
32

9
38

0,
40

0
3
77

,3
9
2

2
02

,3
70

20
2,

56
6

2
02

,7
63

22
,6

4
6

21
,9

65
23

,3
93

24
,7

14
2
7,

46
2

27
,1

08
27

,3
52

27
,5

98
20

,9
74

21
,1

6
2

21
,3

53
21

,5
45

21
,7

39
2
1,

93
5

22
,1

32

２
．

42
6,

16
3

43
1,

48
7

42
7,

39
8

4
26

,1
78

42
5,

44
1

42
1
,4

24
41

3,
74

5
40

1,
4
31

39
8
,2

72
38

4,
72

9
36

7,
11

5
3
56

,9
2
3

3
44

,2
86

33
0,

84
1

3
07

,9
43

３
．

４
．

５
．

(D
)

76
5,

01
5

81
0,

24
6

70
2,

06
1

8
98

,6
67

91
3,

31
1

92
7
,0

34
87

6,
52

2
86

1,
1
39

76
9
,6

61
76

3,
05

8
74

7,
5
15

7
34

,3
1
5

5
46

,6
56

53
3,

40
7

5
10

,7
06

(E
)

18
0
,5

33
26

3,
52

6
21

8,
5
33

31
8,

35
6

28
2,

32
8

30
5,

41
5

3
19

,4
07

32
4,

86
0

32
7
,6

47
32

1,
34

2
31

6,
0
94

32
2
,8

5
5

30
9,

48
6

29
8,

0
53

2
78

,2
1
1

１
．

18
0,

53
3

26
3,

52
6

21
8,

53
3

3
18

,3
56

28
2,

32
8

30
5
,4

15
31

9,
40

7
32

4,
8
60

32
7
,6

47
32

1,
34

2
31

6,
09

4
3
22

,8
5
5

3
09

,4
86

29
8,

05
3

2
78

,2
11

２
．

３
．

４
．

(F
)

18
0
,5

33
26

3,
52

6
21

8,
5
33

31
8,

35
6

28
2,

32
8

30
5,

41
5

3
19

,4
07

32
4,

86
0

32
7
,6

47
32

1,
34

2
31

6,
0
94

32
2
,8

5
5

30
9,

48
6

29
8,

0
53

2
78

,2
1
1

(G
)

(H
)

5,
63

5
,9

41
5,

43
4,

25
4

5,
21

7,
3
56

5,
06

9
,5

78
5,

07
0,

73
7

5,
03

7,
0
13

4,
91

1,
96

8
4
,7

89
,3

37
4,

60
6,

26
5

4,
4
40

,4
36

4,
29

4,
82

1
4,

17
2
,4

98
3,

99
5,

71
2

3,
83

0,
3
71

3,
68

5,
72

8

(Ｉ
)

28
2
,2

9
5

21
6,

44
8

17
3,

1
29

5
09

,6
3
4

52
6,

42
7

54
0,

94
3

5
50

,9
13

56
0,

7
36

57
0
,4

55
58

0,
49

5
59

0,
4
61

59
9,

69
0

59
6,

87
0

61
6,

11
2

6
32

,7
33

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

17
3
,7

64
19

2,
60

2
19

0,
7
12

18
8,

56
1

20
9,

94
9

21
2,

08
9

2
19

,2
7
2

22
4,

94
3

22
7
,2

30
2
22

,1
22

22
1,

1
31

23
4
,0

7
4

23
0,

11
8

23
1,

3
80

2
36

,6
1
5

16
0
,1

93
15

6,
83

5
15

3,
9
92

15
4,

51
0

15
8,

92
9

16
3,

19
6

1
63

,7
7
2

16
5,

34
3

16
7
,2

30
1
67

,1
22

16
6,

1
31

16
9
,0

7
4

17
0,

11
8

17
1,

7
80

1
74

,1
1
5

13
,5

7
1

35
,7

67
36

,7
20

34
,0

51
5
1,

02
0

48
,8

93
55

,5
00

59
,6

00
60

,0
00

55
,0

0
0

55
,0

00
65

,0
00

60
,0

00
5
9,

60
0

62
,5

00

15
8
,5

84
12

5,
52

7
10

6,
6
41

89
,7

8
8

7,
08

6
46

,3
64

78
,2

1
0

7
0,

54
9

60
,4

34
55

,6
26

4
0,

7
86

11
,9

7
0

9,
17

0
9,

3
54

8,
69

5

7,
43

1
8,

12
7

6,
69

7
6,

03
5

7,
08

6
7
,8

65
8,

21
0

8,
5
49

8,
4
34

8,
62

6
8,

78
6

8,
97

0
9,

17
0

9,
35

4
8
,6

95

15
1
,1

53
11

7,
40

0
99

,9
44

83
,7

5
3

38
,4

99
70

,0
0
0

6
2,

00
0

52
,0

00
47

,0
00

3
2,

0
00

3
,0

0
0

33
2
,3

48
31

8,
12

9
29

7,
3
53

27
8,

34
9

21
7,

03
5

25
8,

45
3

2
97

,4
8
2

29
5,

49
2

28
7
,6

64
2
77

,7
48

26
1,

9
17

24
6
,0

4
4

23
9,

28
8

24
0,

7
34

2
45

,3
1
0

令
和

16
年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入 資 本 的 支 出

令
和

10
年

度
令

和
1
1年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
1
4年

度

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)
損

益
勘

定
留

保
資

金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

そ
の

他

令
和

15
年

度
令

和
16

年
度

補 塡 財 源

令
和

3年
度

（決
算

）
令

和
4
年

度
（決

算
）

令
和

5年
度

（決
算

）
令

和
6年

度
（決

算
）

令
和

7年
度

令
和

8年
度

令
和

9
年

度
令

和
15

年
度

令
和

10
年

度
令

和
1
1年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
1
4年

度

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

企
業

債
残

高

内
部

留
保

資
金

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

そ
の

他

計

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

計

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計
(A

)の
う

ち
翌

年
度

へ
繰

り
越

さ
れ

る
支

出
の

財
源

充
当

額
純

計
(A

)-
(B

)

建
設

改
良

費

令
和

8年
度

令
和

9
年

度

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

令
和

1
7年

度

令
和

1
7年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

令
和

3年
度

（決
算

）
令

和
4
年

度
（決

算
）

令
和

5年
度

（決
算

）
令

和
6年

度
（決

算
）

令
和

7
年

度
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財
政

収
支

計
画

　
公

共
下

水
道

事
業

収
益

的
収

支
（単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

3
31

,8
13

32
8,

53
9

31
4,

63
8

32
0,

11
9

31
6,

4
87

3
23

,9
37

32
6,

15
1

32
6,

28
7

32
2,

93
4

31
9,

4
55

3
15

,6
46

31
1,

85
2

30
7,

84
7

30
4,

29
2

30
0,

66
5

(1
)

32
4
,7

26
32

1,
46

6
30

7
,5

24
31

2,
95

3
30

9,
39

0
31

6
,9

04
31

7,
80

0
31

8
,2

11
31

4,
87

6
31

1,
44

3
30

7
,9

31
30

4,
41

8
30

0
,8

88
2
97

,3
58

29
3,

80
9

32
4
,7

26
32

1,
46

6
30

7,
52

4
31

2,
95

3
30

9,
39

0
31

6
,9

04
31

7,
80

0
31

8
,2

11
31

4,
87

6
31

1,
44

3
30

7
,9

31
30

4,
41

8
30

0
,8

88
2
97

,3
5
8

29
3,

80
9

(2
)

(B
)

(3
)

7
,0

87
7,

07
3

7
,1

14
7,

16
6

7,
09

7
7
,0

33
8,

35
1

8
,0

76
8,

05
8

8,
01

2
7
,7

15
7,

43
4

6
,9

59
6,

93
4

6,
85

6
２

．
3
02

,3
54

30
1,

93
9

27
7,

59
3

27
9,

16
4

28
4,

7
13

3
00

,0
07

29
9,

13
0

30
0,

27
6

30
1,

88
9

30
2,

6
36

3
01

,9
27

30
3,

35
8

30
3,

32
4

30
4,

11
4

30
6,

81
0

(1
)

11
7
,3

48
11

5,
15

3
11

3
,8

05
11

3,
34

0
11

3,
06

5
11

4
,9

64
11

2,
24

8
11

2
,1

88
11

2,
26

6
11

1,
56

2
11

0
,5

89
11

1,
81

5
11

2
,0

83
1
12

,1
99

11
3,

69
0

11
5
,3

48
11

3,
15

3
11

2,
20

5
11

1,
34

0
11

1,
06

5
11

2
,9

64
11

0,
24

8
11

0
,1

88
11

0,
26

6
10

9,
56

2
10

8
,5

89
10

9,
81

5
11

0
,0

83
1
10

,1
9
9

11
1,

69
0

2,
00

0
2,

00
0

1
,6

00
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

0
00

2,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
2,

00
0

2,
0
00

2
,0

00
2,

00
0

(2
)

15
7
,1

14
15

8,
79

5
15

8
,7

05
16

0,
56

6
16

6,
29

3
16

8
,4

76
17

0,
31

5
17

1
,5

21
17

3,
05

6
17

4,
50

7
17

4
,7

71
17

4,
97

6
17

4
,6

74
1
75

,3
48

17
6,

55
3

(3
)

27
,8

92
27

,9
91

5
,0

83
5,

25
8

5,
35

5
16

,5
67

16
,5

67
16

,5
67

16
,5

6
7

1
6,

56
7

16
,5

67
16

,5
67

16
,5

67
16

,5
67

16
,5

67
(C

)
6
34

,1
67

63
0,

47
8

59
2,

2
31

5
99

,2
83

60
1,

2
00

6
23

,9
44

62
5,

28
1

62
6,

5
63

6
24

,8
23

62
2,

0
91

6
17

,5
73

61
5,

21
0

61
1,

1
71

60
8
,4

06
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6
1
19

,2
38

11
8
,3

7
3

11
8
,0

98
1
19

,9
97

1
18

,5
9
9

11
8
,2

64
1
18

,3
24

1
17

,5
7
4

11
6
,3

0
4

1
17

,2
49

1
17

,0
4
2

1
17

,1
3
3

1
18

,5
46

12
2
,3

81
12

0,
18

6
1
19

,2
38

11
8
,3

7
3

11
8
,0

98
1
19

,9
97

1
18

,5
9
9

11
8
,2

64
1
18

,3
24

1
17

,5
7
4

11
6
,3

0
4

1
17

,2
49

1
17

,0
4
2

1
17

,1
3
3

1
18

,5
46

10
3
,5

87
10

6,
14

4
87

,9
22

7
0
,7

8
8

7
,0

86
46

,3
64

73
,2

1
0

6
8
,5

49
52

,4
34

42
,6

2
6

2
4
,7

8
6

11
,9

70
9
,1

7
0

9
,3

5
4

8
,6

95

5
,7

0
7

6
,4

5
1

6
,6

97
6
,0

3
5

7
,0

8
6

7
,8

6
5

8
,2

1
0

8
,5

4
9

8
,4

3
4

8
,6

2
6

8
,7

8
6

8
,9

7
0

9
,1

7
0

9,
35

4
8
,6

9
5

97
,8

8
0

9
9,

6
93

8
1,

22
5

64
,7

5
3

3
8,

4
99

6
5,

00
0

6
0,

0
00

4
4,

0
00

3
4,

00
0

1
6,

0
00

3,
0
00

22
5
,9

68
22

6,
33

0
2
07

,1
60

18
9
,1

6
1

12
5
,1

84
1
66

,3
61

1
91

,8
0
9

18
6
,8

13
1
70

,7
58

1
60

,2
0
0

14
1
,0

9
0

1
29

,2
19

1
26

,2
1
2

1
26

,4
8
7

1
27

,2
41

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

(A
)-

(B
)

建
設

改
良

費

企
業

債
償

還
金

資
本

的
収

支
分

令
和

17
年

度

令
和

16
年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

企
業

債
残

高

内
部

留
保

資
金

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

そ
の

他

計

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

計

令
和

14
年

度

令
和

3
年

度
決

算
額

令
和

4年
度

決
算

額
令

和
5年

度
決

算
額

令
和

6
年

度
決

算
額

令
和

7年
度

令
和

8
年

度
令

和
9
年

度

令
和

9年
度

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

8
年

度
令

和
1
5年

度
令

和
16

年
度

補 塡 財 源

令
和

1
2年

度
令

和
1
3年

度
令

和
4年

度
決

算
額

令
和

5年
度

決
算

額
令

和
6
年

度
決

算
額

令
和

7年
度

令
和

3
年

度
決

算
額

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

純
計

令
和

1
5年

度
令

和
1
6年

度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入 資 本 的 支 出

令
和

10
年

度
令

和
11

年
度

令
和

1
2年

度
令

和
13

年
度

令
和

14
年

度

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)
損

益
勘

定
留

保
資

金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

う
ち

職
員

給
与

費

－31－



収
益

的
収

支
　

農
業

集
落

排
水

事
業

収
益

的
収

支
（単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

7
7,

32
8

77
,2

27
78

,0
5
0

7
8,

3
31

78
,1

2
5

7
8,

4
49

78
,0

7
9

77
,7

0
9

77
,3

4
0

76
,9

6
1

7
6,

5
01

76
,1

1
4

7
5,

6
42

74
,1

8
7

7
2,

5
96

(1
)

7
7,

3
22

77
,2

23
7
8,

0
46

7
8
,3

30
7
8,

11
8

7
8,

4
45

78
,0

7
5

7
7,

7
05

77
,3

3
6

7
6,

95
7

76
,4

97
7
6,

11
0

75
,6

38
74

,1
8
3

7
2,

5
92

77
,3

2
2

7
7,

2
23

78
,0

4
6

7
8,

3
30

7
8
,1

1
8

7
8,

4
45

7
8
,0

75
77

,7
0
5

7
7
,3

36
76

,9
5
7

7
6,

4
97

76
,1

10
7
5,

6
38

74
,1

83
7
2,

59
2

(2
)

(B
)

(3
)

6
4

4
1

7
4

4
4

4
4

4
4

4
4

4
２

．
2
5
7,

22
7

2
68

,8
75

2
58

,0
1
2

26
5,

4
93

2
85

,8
8
6

28
5,

6
66

2
99

,3
9
3

30
7
,5

9
6

3
09

,2
8
4

30
7
,2

2
3

30
2,

9
97

3
13

,8
1
9

31
3,

0
70

3
16

,3
5
0

31
7,

2
72

(1
)

4
8,

1
49

70
,4

16
6
6,

4
74

6
8
,1

88
8
9,

85
1

8
7,

0
92

98
,6

7
3

10
4,

6
79

1
03

,9
0
6

10
2,

54
8

1
02

,8
27

1
1
1,

82
5

1
11

,0
76

1
12

,1
4
7

11
3,

0
69

48
,1

4
9

7
0,

4
16

66
,4

7
4

6
8,

1
88

8
9
,8

5
1

8
7,

0
92

9
8
,6

73
10

4
,6

7
9

10
3
,9

06
1
02

,5
4
8

10
2,

8
27

1
11

,8
25

1
1
1,

0
76

1
12

,1
47

1
1
3,

06
9

(2
)

20
9,

0
77

1
98

,4
59

19
1,

5
38

19
7
,3

05
1
9
6,

03
5

19
8,

5
74

2
00

,7
2
0

20
2,

9
17

2
05

,3
7
8

20
4,

67
5

2
00

,1
70

2
0
1,

99
4

2
01

,9
94

2
04

,2
0
3

20
4,

2
03

(3
)

1
(C

)
33

4,
5
55

3
46

,1
0
2

33
6,

0
62

3
43

,8
2
4

36
4,

0
11

36
4
,1

15
37

7
,4

72
38

5
,3

05
3
86

,6
2
4

38
4,

1
84

3
79

,4
98

3
8
9,

9
33

3
88

,7
12

3
9
0,

53
7

38
9,

86
8

１
．

3
1
7,

31
5

3
18

,3
45

3
04

,3
9
0

31
0,

2
18

3
33

,5
8
9

33
6,

0
36

3
41

,3
2
7

34
6
,7

5
4

3
52

,2
1
7

35
2
,2

0
5

34
7,

6
42

3
51

,0
8
9

35
2,

2
33

3
56

,4
2
7

35
7,

9
87

(1
)

8,
2
18

8
,4

27
8,

8
57

9
,1

91
9,

71
1

9,
7
99

9
,8

8
7

9,
9
76

10
,0

6
6

1
0,

15
6

10
,2

48
1
0,

34
0

10
,4

33
10

,5
2
7

1
0,

6
22

8,
2
18

8
,4

2
7

8,
8
57

9
,1

9
1

9,
7
11

9
,7

9
9

9
,8

87
9
,9

7
6

10
,0

6
6

1
0,

1
56

10
,2

4
8

1
0,

3
40

10
,4

3
3

1
0,

5
27

1
0
,6

22

(2
)

6
1,

6
39

75
,5

96
6
7,

4
59

5
9
,2

19
7
8,

52
9

7
4,

4
09

74
,6

6
2

7
4,

9
11

75
,1

8
4

7
5,

44
5

75
,7

21
7
5,

23
2

76
,2

83
75

,7
9
5

7
6,

8
47

25
,6

5
5

3
4,

0
42

28
,1

4
7

3
0,

0
44

3
1
,8

3
9

3
1,

4
85

3
1
,1

31
30

,7
7
7

3
0
,4

23
30

,0
6
1

2
9,

6
91

28
,5

59
2
8,

9
49

27
,8

19
2
8,

19
7

1,
0
29

1
,5

1
9

6,
3
51

1
,2

3
3

8,
4
15

4
,1

3
2

4
,1

98
4
,2

6
5

4
,3

3
4

4,
4
03

4
,4

7
3

4,
5
45

4
,6

1
8

4,
6
92

4
,7

67
0

0
0

0
3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

34
,9

5
5

4
0,

0
35

32
,9

6
1

2
7,

9
42

3
8
,2

7
2

3
8,

7
91

3
9
,3

32
39

,8
6
8

4
0
,4

26
40

,9
8
0

4
1,

5
56

42
,1

27
4
2,

7
15

43
,2

83
4
3,

88
2

(3
)

24
7,

4
58

2
34

,3
22

22
8,

0
74

24
1
,8

08
2
4
5,

34
9

25
1,

8
28

2
56

,7
7
8

26
1,

8
67

2
66

,9
6
7

26
6,

60
4

2
61

,6
73

2
6
5,

51
7

2
65

,5
17

2
70

,1
0
5

27
0,

5
18

２
．

2
3,

08
8

22
,6

62
21

,4
6
0

2
0,

5
50

18
,8

1
1

2
0,

2
60

20
,5

7
0

20
,8

8
1

21
,3

1
1

22
,0

6
6

2
2,

9
83

24
,3

2
0

2
6,

4
31

26
,6

9
8

2
6,

2
96

(1
)

2
1,

8
08

20
,5

54
1
9,

5
47

1
8
,6

68
1
8,

53
8

1
8,

7
44

19
,0

3
0

1
9,

3
16

19
,7

2
1

2
0,

45
1

21
,3

42
2
2,

65
3

24
,7

37
24

,9
7
7

2
4,

5
47

(2
)

1,
2
80

2
,1

08
1,

9
13

1
,8

82
27

3
1,

5
16

1
,5

4
0

1,
5
65

1
,5

9
0

1,
61

5
1,

64
1

1,
66

7
1,

6
94

1
,7

2
1

1,
7
49

(D
)

3
40

,4
0
3

34
1,

0
07

32
5
,8

5
0

33
0,

7
68

35
2
,4

00
3
5
6,

2
96

36
1
,8

98
3
67

,6
3
5

37
3,

5
28

3
74

,2
7
1

37
0,

62
6

3
75

,4
10

3
7
8,

66
4

3
83

,1
25

3
84

,2
8
3

(E
)

△
 5

,8
48

5
,0

9
5

1
0,

2
12

1
3
,0

56
1
1,

6
11

7
,8

19
15

,5
7
4

1
7,

6
70

13
,0

9
6

9,
9
13

8,
87

2
1
4,

52
3

10
,0

48
7,

41
2

5,
5
85

(F
)

(G
)

(H
)

△
 5

,8
4
8

5,
0
95

10
,2

1
2

1
3,

0
56

11
,6

1
1

7,
8
19

1
5
,5

7
4

17
,6

7
0

1
3
,0

96
9
,9

1
3

8,
8
72

14
,5

23
1
0,

0
48

7
,4

12
5,

58
5

(I
)

△
 2

53
,6

09
△

 2
4
8,

5
14

△
 2

3
8
,3

02
△

 2
2
5,

2
46

△
 2

1
3,

6
35

△
 2

0
5,

81
6

△
 1

9
0,

2
41

△
 1

72
,5

7
2

△
 1

5
9,

47
5

△
 1

49
,5

6
2

△
 1

4
0,

69
0

△
 1

26
,1

67
△

 1
16

,1
1
9

△
 1

08
,7

07
△

 1
03

,1
2
2

(J
)

28
0,

4
60

2
76

,2
1
4

28
2,

3
29

31
3
,5

3
9

31
2,

3
37

31
9
,3

37
3
23

,3
37

32
6
,3

37
3
28

,3
3
7

33
0,

3
37

3
32

,3
37

3
3
5,

33
7

3
35

,3
37

3
3
2,

33
7

33
0,

33
7

59
,2

1
4

5
9,

2
14

79
,3

7
3

9
0,

4
17

7
6
,3

3
7

7
6,

3
37

7
6
,3

37
76

,3
3
7

7
6
,3

37
76

,3
3
7

7
6,

3
37

76
,3

37
7
6,

3
37

76
,3

37
7
6,

33
7

(K
)

1
79

,8
0
5

18
1,

5
84

16
1
,6

41
1
8
8,

0
66

15
7
,1

61
1
6
8,

40
5

17
5,

0
11

1
80

,0
7
7

17
9,

33
3

1
83

,6
2
7

18
7,

73
1

1
87

,4
19

1
85

,1
6
6

1
85

,1
66

1
85

,1
6
6

81
,1

9
4

8
3,

7
60

88
,8

4
1

9
5,

9
11

9
9
,5

5
7

10
6,

5
66

11
3
,1

72
11

8
,2

3
8

11
7
,4

94
1
21

,7
8
8

12
5,

8
92

1
25

,5
80

1
2
3,

3
27

1
23

,3
27

1
2
3,

32
7

97
,8

2
4

9
7,

8
24

71
,6

4
0

9
2,

1
55

6
1
,8

3
9

6
1,

8
39

6
1
,8

39
61

,8
3
9

6
1
,8

39
61

,8
3
9

6
1,

8
39

61
,8

39
6
1,

8
39

61
,8

39
6
1,

83
9

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

77
,3

2
8

77
,2

2
7

7
8,

0
50

7
8,

3
31

7
8,

1
25

7
8,

4
49

78
,0

79
77

,7
0
9

77
,3

4
0

76
,9

6
1

76
,5

0
1

76
,1

1
4

75
,6

4
2

74
,1

8
7

7
2,

5
96

(N
)

(O
)

(P
)

令
和

1
7年

度

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入 収 益 的 支 出

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分

特
別

利
益

令
和

1
6年

度

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
00

）

令
和

11
年

度
令

和
1
2
年

度
令

和
13

年
度

令
和

1
4年

度
令

和
15

年
度

令
和

6
年

度
決

算
額

令
和

7
年

度
令

和
8年

度
令

和
9
年

度
令

和
1
0年

度
令

和
3年

度
決

算
額

令
和

4
年

度
決

算
額

令
和

5
年

度
決

算
額

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

N
）
/（

P
）×

1
00

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）/

（
M

）×
10

0)

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5条

第
１

項
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

損
失

動
力

費
修

繕
費

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

営
業

収
益

料
金

収
入

推
計

料
金

収
入

改
定

料
金

収
入

料
金

改
定

率
受

託
工

事
収

益
そ

の
他

営
業

外
収

益
補

助
金

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入
そ

の
他

収
入

計
営

業
費

用

(E
)+

(H
)

営
業

外
費

用
支

払
利

息

－32－



財
政

収
支

計
画

　
農

業
集

落
排

水
事

業
資

本
的

収
支

（単
位

：千
円

）
年

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

5
2,

80
0

56
,2

00
54

,0
00

89
,9

00
12

0,
2
00

12
6,

00
0

11
5,

40
0

1
19

,6
00

1
20

,5
00

11
7,

20
0

11
9
,8

00
13

2,
90

0
65

,8
00

63
,8

0
0

61
,6

00

28
,9

00
31

,4
00

31
,7

0
0

34
,5

00
34

,0
00

46
,3

00
3
5,

50
0

39
,7

00
40

,5
00

3
7,

2
00

40
,0

0
0

53
,0

00
56

,7
00

54
,7

0
0

5
2,

50
0

２
．

4
7,

76
9

17
,7

07
18

,7
19

19
,0

00
5,

00
0

2,
00

0
8,

00
0

1
3,

00
0

16
,0

00

３
．

４
．

1,
60

4
1
,6

76

５
．

６
．

4
2,

83
6

16
,1

64
71

,9
71

69
,7

39
10

2,
4
47

95
,2

0
5

97
,9

05
94

,6
30

98
,8

80
10

6,
69

0
10

8
,6

35
10

4,
39

0

７
．

８
．

2,
50

0
2
,0

00
3,

50
0

5
00

5
00

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

5
00

50
0

50
0

９
．

(A
)

14
7,

50
9

93
,7

47
1
48

,1
90

17
9,

13
9

22
3
,1

47
22

1,
70

5
21

8,
8
05

21
6,

73
0

22
7,

88
0

23
7,

39
0

2
44

,9
35

23
7,

79
0

66
,3

00
64

,3
00

62
,1

00

(B
)

(C
)

14
7,

50
9

93
,7

47
14

8,
19

0
17

9,
1
39

22
3,

1
47

22
1,

70
5

21
8,

80
5

2
16

,7
30

2
27

,8
80

23
7,

39
0

24
4
,9

35
23

7,
79

0
66

,3
00

64
,3

0
0

62
,1

00

１
．

7
8,

44
4

54
,1

58
86

,1
85

13
0,

7
83

17
8,

3
90

17
9,

93
2

18
2,

89
9

1
79

,6
28

1
83

,9
78

19
1,

77
5

19
3
,7

00
18

9,
54

6
14

,3
76

14
,4

2
3

14
,4

70

4,
40

0
3,

58
1

4,
34

5
4,

79
2

5
,4

31
4,

87
9

4,
9
23

4,
96

7
5,

01
2

5,
05

7
5,

10
2

5,
14

8
5
,1

94
5
,2

41
5,

28
8

２
．

7
8,

34
1

81
,1

94
83

,7
60

88
,8

41
94

,6
73

99
,5

5
7

10
6,

56
6

1
13

,1
72

1
18

,2
38

11
7,

49
4

12
1
,7

88
12

5,
89

2
12

5,
5
80

12
3
,3

2
7

11
8,

85
2

３
．

４
．

５
．

(D
)

15
6,

78
5

13
5
,3

52
16

9,
94

5
21

9,
6
24

27
3,

0
63

27
9,

48
9

28
9,

46
5

2
92

,8
00

3
02

,2
16

30
9,

26
9

31
5
,4

88
31

5,
43

8
13

9,
9
56

13
7,

75
0

13
3,

32
2

(E
)

9,
27

6
41

,6
05

21
,7

55
4
0,

48
5

49
,9

16
57

,7
84

70
,6

60
76

,0
7
0

74
,3

36
71

,8
79

70
,5

53
7
7,

64
8

73
,6

56
73

,4
50

71
,2

22

１
．

6,
80

5
41

,6
05

21
,7

55
40

,4
85

49
,9

16
57

,7
8
4

70
,6

60
76

,0
70

74
,3

36
7
1,

87
9

70
,5

53
77

,6
48

73
,6

56
73

,4
5
0

71
,2

22

２
．

３
．

４
．

2,
47

1

(F
)

9,
27

6
41

,6
05

21
,7

55
4
0,

48
5

49
,9

16
57

,7
84

70
,6

60
76

,0
7
0

74
,3

36
71

,8
79

70
,5

53
7
7,

64
8

73
,6

56
73

,4
50

71
,2

22

(G
)

(H
)

1
,3

68
,8

58
1,

34
3,

86
4

1,
3
14

,1
04

1,
32

0,
46

2
1,

34
5
,9

89
1,

37
2,

43
2

1,
38

1,
2
66

1,
38

7,
69

4
1
,3

89
,9

56
1,

38
9,

66
2

1,
3
87

,6
74

1,
39

4,
68

2
1,

33
4
,9

02
1,

27
5
,3

75
1,

21
8,

12
3

(Ｉ
)

19
3,

39
3

18
7
,6

51
21

2,
64

4
22

3,
1
22

24
1,

7
25

25
3,

48
6

26
2,

95
8

2
72

,0
08

2
80

,8
68

28
9,

33
9

29
7
,6

68
30

6,
58

2
29

9,
0
20

30
7,

88
7

30
1,

14
5

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

48
,1

49
70

,4
16

66
,4

7
4

68
,1

88
89

,8
51

87
,0

92
9
8,

67
3

10
4
,6

79
10

3,
90

6
10

2,
5
48

10
2
,8

2
7

11
1,

82
5

11
1,

0
76

1
12

,1
4
7

11
3,

06
9

37
,5

78
36

,6
49

34
,7

5
4

36
,1

37
40

,8
31

43
,1

99
4
5,

17
3

47
,0

79
48

,9
06

4
9,

5
48

49
,8

2
7

51
,8

25
53

,0
76

54
,6

4
7

5
5,

56
9

10
,5

71
33

,7
67

31
,7

2
0

32
,0

51
49

,0
20

43
,8

93
5
3,

50
0

57
,6

00
55

,0
00

5
3,

0
00

53
,0

0
0

60
,0

00
58

,0
00

57
,5

0
0

5
7,

50
0

49
,3

73
19

,3
83

18
,7

1
9

19
,0

00
5,

00
0

2
,0

00
8,

00
0

1
3,

0
00

16
,0

0
0

1,
60

4
1,

67
6

47
,7

69
17

,7
07

18
,7

1
9

19
,0

00
5,

00
0

2
,0

00
8,

00
0

1
3,

0
00

16
,0

0
0

97
,5

22
89

,7
99

85
,1

9
3

87
,1

88
89

,8
51

87
,0

92
10

3,
67

3
10

6
,6

79
11

1,
90

6
11

5,
5
48

11
8
,8

2
7

11
1,

82
5

11
1,

0
76

1
12

,1
4
7

11
3,

06
9

令
和

17
年

度

令
和

17
年

度
令

和
15

年
度

令
和

1
6年

度
令

和
12

年
度

令
和

1
3年

度
令

和
14

年
度

令
和

14
年

度
令

和
15

年
度

令
和

1
6年

度
令

和
12

年
度

令
和

1
3年

度
令

和
4年

度
決

算
額

令
和

5年
度

決
算

額
令

和
6
年

度
決

算
額

令
和

11
年

度

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)
損

益
勘

定
留

保
資

金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

補 塡 財 源

令
和

3
年

度
決

算
額

令
和

4年
度

決
算

額
令

和
5年

度
決

算
額

令
和

6
年

度
決

算
額

令
和

7年
度

令
和

3
年

度
決

算
額

令
和

8
年

度
令

和
9年

度

令
和

9年
度

令
和

1
0年

度
令

和
7年

度

令
和

1
0年

度

令
和

11
年

度
令

和
8
年

度

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

建
設

改
良

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

企
業

債

企
業

債
残

高

内
部

留
保

資
金

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

そ
の

他

計

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

計

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

合
計

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資 本 的 支 出

う
ち

職
員

給
与

費

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

－33－



財
政

収
支

計
画

　
地

域
下

水
道

事
業

収
益

的
収

支
（単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

6,
1
87

6,
0
75

6,
2
0
4

5
,9

7
5

6,
1
89

5,
8
97

5,
8
34

5
,7

7
1

5
,7

07
5,

6
44

5,
56

9
5
,4

9
3

5
,4

1
7

5,
3
41

5,
2
66

(1
)

6,
1
87

6
,0

75
6
,2

0
4

5,
97

5
6,

1
89

5
,8

9
7

5
,8

34
5,

77
1

5,
7
07

5,
6
4
4

5
,5

6
9

5,
49

3
5,

41
7

5,
3
41

5
,2

6
6

6,
1
87

6
,0

7
5

6
,2

0
4

5,
9
75

6,
1
89

5
,8

9
7

5
,8

3
4

5,
7
71

5,
7
07

5,
64

4
5
,5

6
9

5,
4
93

5
,4

17
5
,3

41
5
,2

6
6

(2
)

(B
)

(3
)

２
．

6,
8
96

5,
8
96

8,
8
9
6

5
,8

9
9

5,
9
00

8,
9
00

5,
9
00

5
,9

0
0

8
,9

00
5,

9
00

5,
90

0
8
,9

0
0

5
,9

0
0

6,
0
00

8,
9
00

(1
)

3,
0
00

2
,0

00
5
,0

0
0

2,
00

0
2,

0
00

5
,0

0
0

2
,0

00
2,

00
0

5,
0
00

2,
0
0
0

2
,0

0
0

5,
00

0
2,

00
0

2,
1
00

5
,0

0
0

3,
0
00

2
,0

0
0

5
,0

0
0

2,
0
00

2,
0
00

5
,0

0
0

2
,0

0
0

2,
0
00

5,
0
00

2,
00

0
2
,0

0
0

5,
0
00

2
,0

00
2
,1

00
5
,0

0
0

(2
)

3,
8
93

3
,8

93
3
,8

9
3

3,
89

6
3,

8
97

3
,8

9
7

3
,8

97
3,

89
7

3,
8
97

3,
8
9
7

3
,8

9
7

3,
89

7
3,

89
7

3,
8
97

3
,8

9
7

(3
)

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
3

3
(C

)
1
3,

0
83

1
1
,9

71
15

,1
0
0

11
,8

7
4

1
2,

0
89

1
4
,7

97
11

,7
34

1
1,

67
1

14
,6

07
1
1,

5
44

11
,4

69
1
4,

39
3

1
1,

31
7

1
1,

3
41

1
4
,1

6
6

１
．

9,
4
24

1
0,

1
33

10
,5

3
6

9
,7

6
9

1
1,

7
16

1
2,

9
25

10
,6

64
10

,7
0
6

13
,0

84
1
0,

7
89

10
,8

29
13

,2
4
3

10
,9

1
0

1
0,

9
83

1
3,

4
38

(1
)

(2
)

5,
0
58

5
,7

66
6
,1

3
4

5,
39

9
7,

3
47

8
,5

5
5

6
,2

94
6,

33
6

8,
7
14

6,
4
1
9

6
,4

5
9

8,
87

3
6,

54
0

6,
6
13

9
,0

6
8

1,
7
99

2
,5

4
7

2
,2

1
3

2,
0
41

2,
2
55

2
,2

4
5

2
,2

2
1

2,
1
97

2,
1
73

2,
14

9
2
,1

2
0

2,
0
92

2
,0

63
2
,0

63
2
,0

3
4

23
4

1
00

7
8
8

98
1,

36
0

21
9

2
23

22
6

23
0

23
3

2
37

2
4
1

24
5

2
49

2
53

3,
0
25

3
,1

1
9

3
,1

3
3

3,
2
60

3,
7
32

6
,0

9
1

3
,8

5
0

3,
9
13

6,
3
11

4,
03

7
4
,1

0
2

6,
5
40

4
,2

32
4
,3

01
6
,7

8
1

(3
)

4,
3
66

4
,3

67
4
,4

0
2

4,
37

0
4,

3
69

4
,3

7
0

4
,3

70
4,

37
0

4,
3
70

4,
3
7
0

4
,3

7
0

4,
37

0
4,

37
0

4,
3
70

4
,3

7
0

２
．

2
50

1
69

4
5
5

16
8

23
2
89

2
93

29
8

3
03

3
07

31
2

31
7

32
2

3
28

3
33

(1
)

(2
)

2
50

1
69

45
5

16
8

23
2
8
9

29
3

29
8

3
03

3
0
7

31
2

31
7

32
2

3
28

3
3
3

(D
)

9,
6
74

1
0
,3

02
10

,9
9
1

9,
93

7
1
1,

7
39

1
3
,2

14
10

,9
57

1
1,

00
4

1
3,

3
86

1
1,

0
9
7

11
,1

4
1

1
3,

56
0

1
1,

23
2

11
,3

10
13

,7
7
0

(E
)

3,
4
09

1,
6
69

4,
10

9
1
,9

3
7

3
50

1,
5
83

77
7

66
7

1
,2

21
4
47

32
8

83
3

8
5

31
3
95

(F
)

(G
)

(H
)

3,
4
09

1
,6

6
9

4
,1

0
9

1,
9
37

3
50

1
,5

8
3

77
7

6
67

1,
2
21

44
7

32
8

8
33

85
31

39
5

(I
)

1
0
,2

33
11

,9
0
2

16
,5

3
2

1
8,

4
69

1
8
,8

19
20

,4
0
2

21
,1

8
0

2
1,

8
47

2
3
,0

66
23

,5
1
3

2
3,

83
9

2
4,

6
71

2
4
,7

5
5

24
,7

84
2
5,

17
9

(J
)

1
6,

0
72

1
8,

1
61

23
,2

3
3

25
,8

7
1

1
8,

7
23

2
6
,1

63
25

,1
63

24
,1

6
3

24
,1

63
2
4,

1
63

23
,1

63
2
2,

16
3

22
,1

6
3

2
1,

1
63

2
0
,1

63
1,

1
61

1
,1

6
1

1
,1

1
1

1,
0
67

1,
1
63

1
,1

6
3

1
,1

6
3

1,
1
63

1,
1
63

1,
16

3
1
,1

6
3

1,
1
63

1
,1

63
1
,1

63
1
,1

6
3

(K
)

1
,7

36
1
,7

3
6

1
,6

5
1

1,
8
79

1
,2

73
1
,2

7
3

1,
27

3
1,

2
73

1
,2

7
3

1
,2

7
3

1,
27

3
1,

2
73

1
,2

7
3

1
,2

7
3

1,
27

3

1,
7
36

1
,7

3
6

1
,6

5
1

1,
6
51

1,
2
73

1
,2

7
3

1
,2

7
3

1,
2
73

1,
2
73

1,
27

3
1
,2

7
3

1,
2
73

1
,2

73
1
,2

73
1
,2

7
3

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

6,
1
87

6
,0

7
5

6,
2
0
4

5,
9
75

6,
1
89

5
,8

9
7

5,
8
34

5,
7
71

5
,7

0
7

5,
6
4
4

5,
5
69

5,
4
93

5
,4

1
7

5,
3
41

5,
2
66

(N
)

(O
)

(P
)

令
和

17
年

度

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入 収 益 的 支 出

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分

特
別

利
益

令
和

16
年

度

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
00

）

令
和

1
1年

度
令

和
1
2年

度
令

和
13

年
度

令
和

14
年

度
令

和
1
5年

度
令

和
6
年

度
決

算
額

令
和

7
年

度
令

和
8
年

度
令

和
9
年

度
令

和
10

年
度

令
和

3
年

度
決

算
額

令
和

4年
度

決
算

額
令

和
5年

度
決

算
額

健
全

化
法

第
2
2
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(（

N
）
/（

P
）×

1
00

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）/

（
M

）×
10

0)

健
全

化
法

施
行

令
第

16
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

17
条

に
よ

り
算

定
し

た
事

業
の

規
模

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

地
方

財
政

法
施

行
令

第
15

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

営
業

外
費

用
支

払
利

息
そ

の
他

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

損
失

動
力

費
修

繕
費

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

そ
の

他
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入
そ

の
他

収
入

計
営

業
費

用

受
託

工
事

収
益

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
他

会
計

補
助

金

営
業

収
益

料
金

収
入

推
計

料
金

収
入

改
定

料
金

収
入

改
定

率
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財
政

収
支

計
画

　
地

域
下

水
道

事
業

資
本

的
収

支
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

７
．

８
．

９
．

(A
)

(B
)

(C
)

１
．

1
,0

00
1,

00
0

1,
0
00

1
,0

00
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0

２
．

３
．

４
．

５
．

(D
)

1
,0

00
1,

00
0

1,
0
00

1
,0

00
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0

(E
)

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0
1
,0

00
1
,0

0
0

1,
00

0
1,

0
00

1,
00

0

１
．

1
,0

00
1,

00
0

1,
0
00

1
,0

00
1,

00
0

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0

２
．

３
．

４
．

(F
)

1,
00

0
1,

00
0

1,
00

0
1
,0

00
1
,0

0
0

1,
00

0
1,

0
00

1,
00

0

(G
)

(H
)

(Ｉ
)

2
,9

7
1

3,
44

5
3,

9
18

6,
35

2
7,

17
4

8,
23

0
8,

48
1

8,
6
21

9
,3

14
10

,2
35

11
,0

35
11

,3
4
1

10
,5

93
10

,8
44

10
,4

61

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

3,
00

0
2,

00
0

5,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
5
,0

00
2,

00
0

2,
0
00

5,
0
00

2,
00

0
2,

00
0

5,
00

0
2,

00
0

2,
10

0
5
,0

00

3,
00

0
2,

00
0

5,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
5
,0

00
2,

00
0

2,
0
00

5,
0
00

2,
00

0
2,

00
0

5,
00

0
2,

00
0

2,
10

0
5
,0

00

3,
00

0
2,

00
0

5,
00

0
2,

00
0

2,
00

0
5
,0

00
2,

00
0

2,
0
00

5,
0
00

2,
00

0
2,

00
0

5,
00

0
2,

00
0

2,
10

0
5
,0

00

令
和

1
7年

度

令
和

1
7年

度
令

和
15

年
度

令
和

16
年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
1
4年

度

令
和

1
4年

度
令

和
15

年
度

令
和

16
年

度
令

和
12

年
度

令
和

13
年

度
令

和
4
年

度
決

算
額

令
和

5年
度

決
算

額
令

和
6年

度
決

算
額

令
和

1
1年

度

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)
損

益
勘

定
留

保
資

金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

補 塡 財 源

令
和

3年
度

決
算

額
令

和
4
年

度
決

算
額

令
和

5年
度

決
算

額
令

和
6年

度
決

算
額

令
和

7
年

度

令
和

3年
度

決
算

額

令
和

8年
度

令
和

9
年

度

令
和

9
年

度
令

和
10

年
度

令
和

7
年

度

令
和

10
年

度

令
和

1
1年

度
令

和
8年

度

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

建
設

改
良

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

企
業

債

企
業

債
残

高

内
部

留
保

資
金

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

そ
の

他

計

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

計

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

合
計

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資 本 的 支 出

う
ち

職
員

給
与

費

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金
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